
第１回市島地域市立小学校統合準備委員会次第 

日時：R３.６.24（木）19:30～ 

場所：ライフピアいちじま研修室 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会設置要綱について 

 

 

４ 委員委嘱書の交付 

 

 

５ 出席委員及び事務局職員の紹介 

 

 

６ 正副委員長の選出 

 

・委 員 長                

 ・副委員長                

 

７ 丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会傍聴規則について 

 

 

８ これまでの経緯及び市島地域の現状について 

 

 

９ 今後の予定について 

 

 

10 その他、質疑応答 

 

 

11 次回委員会の日程について 

・日 時   月  日（ ）19時 30分～   

   ・場 所                  

 

12 閉  会 
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丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 丹波市市島地域における市立小学校の統合を円滑に行うために必要な

協議、検討及び調整を図るため、丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会

（以下「準備委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 準備委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(１) 丹波市立竹田小学校、前山小学校、吉見小学校、鴨庄小学校、三輪小

学校（以下「市島地域５小学校」という。）の統合に必要な事項の協議に

関すること。 

(２) 市島地域５小学校の統合に必要な準備に関すること。 

(３) 前２号のほか、委員長が必要と認めたこと。 

 （組織） 

第３条 準備委員会は、委員 29 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 (１) 学校教育に関し識見を有する者 

 (２) 市島地域の各自治振興会を代表する者 

 (３) 市島地域小学校の保護者を代表する者 

 (４) 市島地域認定こども園の保護者を代表する者 

（５) 市島地域小中学校に在職する教職員を代表する者 

（６） 市島地域認定こども園に在職する職員を代表する者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、原則として準備委員会の設置から第２条の学校統合に

関する所掌事項の協議が終了するまでの期間とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 準備委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 準備委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 準備委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 
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３ 準備委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、委員長の決するところによる。 

 （識見を有する者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者

の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第８条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処

理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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令和３年度丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　任期 自　令和３年６月24日
至　所掌事項の協議終了日

番　号 条　　項 選出区分 氏　　名 所　属　等

1 3条1号 識見を有する者 川上　泰彦 兵庫教育大学大学院

2 3条2号 自治会代表 青木　修 竹田地区自治振興会

3 3条2号 自治会代表 余田　義信 前山地区自治振興会

4 3条2号 自治会代表 坂谷　高義 吉見地区自治振興会

5 3条2号 自治会代表 木寺　章 鴨庄地区自治振興会

6 3条2号 自治会代表 渕上　利美 美和地区自治振興会

7 3条3号 保護者代表 吉見　祐也 竹田小学校PTA

8 3条3号 保護者代表 山邉　敦 竹田小学校PTA

9 3条3号 保護者代表 井上　直人 前山小学校PTA

10 3条3号 保護者代表 荻野　有希 前山小学校PTA

11 3条3号 保護者代表 由良　英樹 吉見小学校PTA

12 3条3号 保護者代表 加藤　宏生 吉見小学校PTA

13 3条3号 保護者代表 長井　勇人 鴨庄小学校PTA

14 3条3号 保護者代表 髙見　忠寿 鴨庄小学校PTA

15 3条3号 保護者代表 足立　幸司 三輪小学校PTA

16 3条3号 保護者代表 渕上　智帆 三輪小学校PTA

17 3条4号 保護者代表 宇佐美　大介
認定こども園
いちじまこども園

18 3条4号 保護者代表 坂谷　幸久
認定こども園
いちじまこども園

19 3条4号 保護者代表 吉井　公乃
認定こども園
いちじまこども園

20 3条4号 保護者代表 足立　三友紀
認定こども園
あいいくの丘

21 3条4号 保護者代表 四方　まどか
認定こども園
あいいくの丘

22 3条5号 教職員代表 蘆田　勤 竹田小学校

23 3条5号 教職員代表 吉見　典彦 前山小学校

24 3条5号 教職員代表 足立　圭造 吉見小学校

25 3条5号 教職員代表 内田　順子 鴨庄小学校

26 3条5号 教職員代表 中澤　正樹 三輪小学校

27 3条5号 教職員代表 山口　滋唯 市島中学校

28 3条6号 認定こども園関係者 田野　悟
認定こども園
いちじまこども園　職員

29 3条6号 認定こども園関係者 余田　淳子
認定こども園
あいいくの丘　職員
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丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会傍聴規則 

 

令和３年６月24日 

 

（傍聴の許可） 

第１条 丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会（以下「準備委員会」とい

う。）の会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は、受付簿

に住所及び氏名を自書し、委員長の許可を受けなければならない。 

（傍聴の禁止） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

(１) 酒気を帯びている者 

(２) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯した者 

（３） 異様な服装をしている者 

（４） 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

（５） 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

(６) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者 

（傍聴人の数の制限） 

第３条 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができ

る。 

（傍聴人の遵守事項） 

第４条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

(１) 私語及び飲食をしないこと。 

(２) 会議の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しない

こと。 

(３) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、

この限りでない。 

(４) 前各号のほか、会議の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

２ 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。 

（退場命令） 

第５条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議秩序を乱すおそれがある

と認めるときは、退場を命ずることができる。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が定

める。 

附 則 

この規則は、令和３年６月24日から施行する。 
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丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会開催の経緯について 

 

１ 「市島地域のこれからの教育を考える会」からの『具体的方策に対する見

解』及び『提言』の提出 

 平成24年に、市島地域の自治振興会長、保育園長、認定こども園長、小・中学

校長、保育園保護者、認定こども園保護者、小中学校PTAから選出された委員を

構成員とする、「市島地域のこれからの教育を考える会」が発足し、平成30年２

月まで計19回の協議を行い、以下の「具体的方策に対する見解」及び「提言」が

提出された。 

 

(１) 具体的方策に対する見解 

【具体的方策に対する見解】 

①小規模ネットワークについて 

・ある時期に一つの学校に集まって、大規模な児童数での授業と小規模な児童

数での授業を、複数の教師が分担をして指導することは効果がある。 

・地域の子どもたちが同じカリキュラムで連携を取りながら学習をしていく

ことについても、仲間づくりや価値観の多様化に対応できる教育にも有効

である。 

⇒しかし、小規模校ネットワークを導入した場合、５校の児童の移動手段や授

業の内容と回数、各小学校の授業の進度を合わせるための児童や教職員へ

の負担が大きいうえに、学校の小規模化は解消されないため、小規模校ネッ

トワークの導入は、市島地域においては効果的な方策ではない。 

 

②小中一貫教育について 

・中１ギャップを解消し、９年間を見通した連続性のある教育が可能となり、

生活と学習の両面から系統的、継続的な指導が期待できる。 

・小中学校の教員が交流することによって、授業の質の向上とともに、児童生

徒理解においても、大きな効果を生むと考えられる。 

・統合の有無に関わらず小中の連携はさらに進めるべきであり、統合の際に

は、同一敷地内での施設一体型小中一環教育を目指すことが望まれる。 

 

③学校統合について 

・義務教育の機会均等や教育水準の維持・向上を図り、市島地域の子どもたち

が「生きる力」をはぐくむことができる学校教育を将来にわたって保障する

観点から、答申に示されている５小学校の統合が望ましい。 
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④学校運営協議会について 

・学校が抱える様々な課題は、基本的には学校で解決することが望ましいが、

保護者や地域が連携することにより、容易にまた効果的に解決できるもの

も多いため、学校と地域がともに目標を共有し、一体となって学校運営に関

わる学校運営協議会（コミュニティ・スクール）制度は有効な手段である。 
・学校運営協議会を有効で効果的な活動にするためには、地域の教育力の高ま

りや継続的に支援できる体制づくりが必要で、更に学校自身も情報を開示

し、地域の力を引き出すためのマネジメント力が必要であり、この制度を活

用していくためには、更に十分な研究が必要である。 

 
(２) 提言 
【提言】 
①市島地域における学校の適正配置に関すること 
・今後も少子化が進行し、市島地域においても、児童数の減少が予測され、集

団活動を通じて互いに学び合い高め合うことができる環境、様々な考え方

やものの見方に触れることのできる環境を維持することは難しくなってく

る。 
・小学校は、地域の精神的支柱ともいうべき側面を持っているが、子どもたち

の学習の場としての機能を高めていくという教育を第一に考える必要があ

る。 
⇒「生きる力」や「豊かなこころ」をはぐくむ教育環境の整備のためには、

できるだけ早い時期に、５小学校を統合することが望ましい。 
 
②市島地域における新しい学校運営に関すること 
・同一敷地内に小中一貫教育校を設置し、小学校から中学校の 9年間の学び

と育ちの連続性を保障した、特色ある教育課程、特色ある学校行事、PTA

の活性化等、より活力にあふれた学校運営が展開できる環境を創ること

で、市島地域としても、地域の文化、人のつながり、豊かな自然を活かし

たまちの魅力の一つとして、地域外からの好影響が期待できる。 
・統合校では、現在も取り組まれている地域の教育資源（地域ゆかりの先

人、地域人材、自然、文化等）を活用した「たんばふるさと学」を継承

し、一つの小学校区に留まらずに地域全体の良い部分を学んで、地域とと

もに歩むことを学校の特色とした学校運営を行うことが大切である。 
 
③市島地域における教育力の向上に関すること 
・これまでの校区単位の地域活動を大切にしつつ、地域住民一人ひとりが関

心と自覚を高め、市島地域全体で新しい学校を核とした特色ある地域活動

を展開していくことが重要である。 

- 6 -



 
２ 「丹波市市島地域市立小学校統合検討委員会」の開催 
提言を受け「市島地域のこれからの教育を考えるフォーラム」や、こども

園、小学校の保護者を対象とした意見交換会を開催した中で賛否両論があり、

再度協議する場を設け、意見を聞く必要があるとの意見が多いことから、丹波

市市島地域市立小学校統合検討委員会が設置された。 

検討委員会では、自由討議やワークショップなどを通じて市島地域５小学校

の統合の是非について議論が行われ、第４回検討委員会では統合の是非に関す

る投票を実施し、賛成多数で統合を前提に協議を進めていくことについて決定

した。 

【検討委員会の経過】 

〇第１回統合検討委員会 

・検討委員会開催までの経過の説明 

・「市島地域のこれからの教育を考える会」からの『具体的方策に対する見

解』及び『提言』の説明 

・自由討議・意見交換 

 

〇第２回統合検討委員会 

・グループワーク実施 

［議題］ 

・「自分の学校の魅力」 

・「自分の学校の課題」 

・「今後の学校に期待すること」 

・「どのような子どもを育てたいのか」 

 

〇第３回統合検討委員会 

・考えられる統合の形について説明（別紙参照） 

・統合の是非に係る決定方法について協議 

 

〇第４回統合検討委員会 

・統合の是非について投票を実施 

 ⇒賛成多数で統合を前提に今後協議を進めることを決定 

 

〇第５回統合検討委員会 

・統合準備委員会設置及び今後の進め方について協議 
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○

○ -

○
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小
学
校
区
別
生
徒
数
の
推
移

【
年
齢
別
人
口
統
計
表
　
R
3
.3
.3
1
時
点
　
市
民
課
】

学
校
名

0歳
児

1歳
児

2歳
児

3歳
児

4歳
児

5歳
児

就
学
前
計

小
1

小
2

小
3

小
4

小
5

小
6

小
学
校
計

中
1

中
2

中
3

中
学
校
計

崇
広
小
学
校

60
51

75
66

72
67

3
9
1

76
65

66
68

80
64

4
1
9

7
8

7
0

8
2

2
3
0

新
井
小
学
校

25
20

18
20

19
13

1
1
5

15
19

12
15

20
18

9
9

1
4

2
0

3
0

6
4

柏
原
地
域

8
5

7
1

9
3

8
6

9
1

8
0

5
0
6

9
1

8
4

7
8

8
3

1
0
0

8
2

5
1
8

9
2

9
0

1
1
2

2
9
4

中
央
小
学
校

32
39

32
25

35
50

2
1
3

41
40

40
44

42
39

2
4
6

3
4

3
5

2
9

9
8

東
小
学
校

27
43

52
47

50
47

2
6
6

59
46

43
49

52
47

2
9
6

5
4

4
3

4
9

1
4
6

西
小
学
校

15
9

11
10

17
14

7
6

21
17

24
17

34
19

1
3
2

1
7

2
9

1
3

5
9

南
小
学
校

13
14

24
20

22
20

1
1
3

17
17

22
18

18
21

1
1
3

2
0

3
0

2
1

7
1

北
小
学
校

16
16

16
19

14
22

1
0
3

21
22

21
34

29
25

1
5
2

3
2

4
0

3
5

1
0
7

氷
上
地
域

1
0
3

1
2
1

1
3
5

1
2
1

1
3
8

1
5
3

7
7
1

1
5
9

1
4
2

1
5
0

1
6
2

1
7
5

1
5
1

9
3
9

1
5
7

1
7
7

1
4
7

4
8
1

青
垣
小
学
校

21
23

23
32

43
31

1
7
3

43
43

39
58

50
44

2
7
7

4
5

5
3

4
1

1
3
9

青
垣
地
域

2
1

2
3

2
3

3
2

4
3

3
1

1
7
3

4
3

4
3

3
9

5
8

5
0

4
4

2
7
7

4
5

5
3

4
1

1
3
9

黒
井
小
学
校

25
18

32
26

24
27

1
5
2

37
26

38
32

28
28

1
8
9

2
2

2
5

2
7

7
4

春
日
部
小
学
校

13
15

18
17

14
19

9
6

19
17

17
25

17
17

1
1
2

2
3

1
0

2
5

5
8

大
路
小
学
校

7
12

10
11

20
12

7
2

9
17

14
15

20
14

8
9

1
5

1
3

1
8

4
6

進
修
小
学
校

12
14

9
19

12
12

7
8

15
16

17
20

20
20

1
0
8

2
3

2
1

2
0

6
4

船
城
小
学
校

11
4

5
5

9
8

4
2

10
16

7
8

15
17

7
3

1
1

1
1

1
3

3
5

春
日
地
域

6
8

6
3

7
4

7
8

7
9

7
8

4
4
0

9
0

9
2

9
3

1
0
0

1
0
0

9
6

5
7
1

9
4

8
0

1
0
3

2
7
7

上
久
下
小
学
校

2
7

4
7

12
5

3
7

11
6

8
8

11
15

5
9

1
3

1
1

1
0

3
4

久
下
小
学
校

19
21

17
21

19
17

1
1
4

15
23

14
16

23
22

1
1
3

2
2

1
9

1
6

5
7

小
川
小
学
校

10
9

10
16

15
25

8
5

14
21

14
13

14
19

9
5

1
7

1
2

1
8

4
7

和
田
小
学
校

17
25

23
32

31
24

1
5
2

32
36

37
40

27
37

2
0
9

3
3

3
3

3
5

1
0
1

山
南
地
域

4
8

6
2

5
4

7
6

7
7

7
1

3
8
8

7
2

8
6

7
3

7
7

7
5

9
3

4
7
6

8
5

7
5

7
9

2
3
9

竹
田
小
学
校

9
12

13
15

12
13

7
4

12
12

12
15

19
11

8
1

2
0

2
0

2
2

6
2

前
山
小
学
校

6
6

7
9

4
12

4
4

8
12

12
14

16
17

7
9

1
2

1
9

1
5

4
6

吉
見
小
学
校

14
18

13
15

16
11

8
7

15
20

19
18

18
13

1
0
3

1
4

1
0

1
5

3
9

鴨
庄
小
学
校

4
1

9
10

10
6

4
0

8
10

9
8

3
6

4
4

8
8

1
5

3
1

三
輪
小
学
校

12
8

12
10

20
11

7
3

10
25

12
11

15
8

8
1

1
4

1
5

1
4

4
3

市
島
地
域

4
5

4
5

5
4

5
9

6
2

5
3

3
1
8

5
3

7
9

6
4

6
6

7
1

5
5

3
8
8

6
8

7
2

8
1

2
2
1

全
地
区

3
7
0

3
8
5

4
3
3

4
5
2

4
9
0

4
6
6

2
,5
9
6

5
0
8

5
2
6

4
9
7

5
4
6

5
7
1

5
2
1

3
,1
6
9

5
4
1

5
4
7

5
6
3

1
,6
5
1

10
人
未
満
の
年
齢

10
人
未
満
か
つ
複
式
学
級
又
は
複
式
学
級
の
可
能
性
が
あ
る
年
齢
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複
式
学
級
に
つ
い
て

例
）
１
、
２
年
生
の
場
合

例
）
３
、
４
年
生
の
場
合

と
な
り
あ
う
２
つ
の
学
年
の
児
童
の
合
計
人
数

１
年
生
を
含
む
と
き

８
人
以
下

２
年
生
～
６
年
生

1
4
人
以
下

8
人

１
年
生
４
人

２
年
生
４
人

８
人
以
下
の
た
め
複
式
学
級
に
な
る

９
人

１
年
生
５
人

２
年
生
４
人

９
人
以
上
の
た
め
複
式
学
級
に
な
ら
な
い

１
年
生
を
含
む
場
合
は
、
８
人
以
下
の
時
、
複
式
学
級
を
編
成
し
ま
す
。

1
4
人

３
年
生
７
人

４
年
生
７
人

1
4
人
以
下
の
た
め
複
式
学
級
に
な
る

1
5
人

３
年
生
８
人

４
年
生
７
人

1
5
人
以
上
の
た
め
複
式
学
級
に
な
ら
な
い
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第２次丹波市立学校適正規模・適正配置方針（要旨） 
 

１ 丹波市立学校適正規模・適正配置方針とは 

 人口減少・少子高齢化が進む中、子どもたちのよりよい教育環境を整備する

ために、市内小中学校の標準学級数や配置のあり方について定めた方針。令和

２年度に丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会を開催し、その内容につ

いて検討され、提出された答申を基に令和３年度から令和12年度までの10年間

の方針として定めている。 

 

２ 適正規模 

① 小学校は１学年１学級以上が維持できる規模とする。 

② 中学校は１学年２学級以上が維持できる規模とする。 

※国の基準 

小学校の標準学級数：12学級～18学級 

中学校の標準学級数：12学級～18学級 

 

３ 適正配置 

(１) 通学距離・通学時間 

① 通学距離基準を設けない。 

② 通学時間通学方法にかかわらず小中学校とも１時間以内とする。 

※国の基準 

通学距離が、小学校にあってはおおむね４km以内、中学校及び義務教育学

校にあってはおおむね６km以内であること。 

 

(２) 学校の構成 

① 地域内（旧町域）に小中学校を各１校以上配置する。 

 

(３) 学校統合 

① 小学校は複式学級規模となる場合又は複式学級規模となることが見込

まれる場合に地域合意のもと、その学校のある地域（旧町域）で統合協

議を行う。ただし、完全複式（３学級）規模となる場合は、地域合意の

如何を問わず速やかに統合協議に入る。 

② 中学校は統合協議を行わない。 
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市
島
地
域
市
立
小
学
校
統
合
準
備
委
員
会
 
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

第
１
回
統
合
準
備
委
員
会

第
２
回
統
合
準
備
委
員
会

〇
統
合
の
形
態
（
ど
こ
と
統
合
す
る
か
）

〇
統
合
の
時
期
（
い
つ
統
合
す
る
か
）

等
に
つ
い
て
意
見
や
希
望
の
聞
き
取
り
を
行
う

※
各
校
区
の
委
員
で
実
施
予
定

〇
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
を
共
有

〇
統
合
の
形
態
及
び
時
期
に
つ
い
て
協
議

⇒
決
定
後
、
具
体
的
な
協
議
の
開
始

⇒
場
合
に
よ
っ
て
は
、
統
合
対
象
地
域
で
の
委
員
会
を
開
催

ヒ
ア
リ
ン
グ

第
２
回
統
合
準
備
委
員
会
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